
入
所
者

新宿区福祉事務所

【委託先】
日常生活支援住居施設

（東京都が認定した施設）

①施設利用希望の
申請（※）

④入所依頼
(利用申込毎、郵送)

⑤日常生活上の支援（健康
管理支援、金銭管理支援、
生活課題に関する相談支援
など）及び支援状況の記録

※個人情報を関係機関と共有することに対して入所者の同意を得る。

⑥支援状況の情報共有
(利用申込毎、郵送)

日常生活支援住居施設事業における生活支援業務に係る個人情報の流れ （資料１７ー１）

紙媒体は鍵付きキャビ
ネットへ保管する。

・厚生労働省社会・援護局長通知の
遵守
・紙媒体は鍵付きキャビネットへ保管す
る。
・入所者が退所した際に、個人情報は
削除する。

【生活保護システム】

②申請者情報の入力

⑦共有内容の入力

・ID/パスワード認証
・ファイアウォールの設置
・アクセス制御
・ウィルス対策
・セキュリティパッチ適用
・操作ログ管理

【システム改修】
施設マスタ項目に
「日常生活支援住居
施設」を追加

③契約の締結

【委託先のパソコン】

・ID/パスワード認証
・ファイアウォールの設置
・アクセス制御
・ウィルス対策
・セキュリティパッチ適用
・操作ログ管理

簡易書留で記録を追
跡できるようにする。

簡易書留で記録を追
跡できるようにする。


